
平
成
十
九
年
九
月
二
十
日
提
出

質

問

第

三

三

号

高
校
歴
史
教
科
書
の
検
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳
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高
校
歴
史
教
科
書
の
検
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

文
部
科
学
省
が
、
高
校
歴
史
教
科
書
の
沖
縄
戦
に
お
け
る
「
集
団
自
決
」
に
つ
い
て
、
日
本
軍
の
命
令
・
強
制
・
誘
導
を
め

ぐ
る
記
述
を
、
平
成
十
八
年
度
の
検
定
で
削
除
・
修
正
さ
せ
た
問
題
が
、
沖
縄
に
お
い
て
大
き
な
社
会
問
題
に
発
展
し
て
い

る
。唯

一
、
地
上
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
悲
惨
な
沖
縄
戦
の
実
相
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
住
民
や
戦
史
研
究
者
ら
か

ら
、
様
々
に
語
ら
れ
て
い
る
。
悲
惨
な
沖
縄
戦
の
実
相
を
全
て
語
り
尽
く
す
こ
と
は
、
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
実
相
の
一
部
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
の
が
「
鉄
の
暴
風
」
「
軍
民
混
在
の
戦
場
」
「
正
規
軍
よ
り
も
一
般
住
民
の
死
者
が

多
か
っ
た
」
「
住
民
虐
殺
」
「
『
集
団
自
決
』
へ
の
日
本
軍
の
命
令
・
強
制
・
誘
導
」
な
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
（
以
下
、
教
科
書
審
議
会
と
い
う
）
で
は
、
文
部
科
学
省
の
教
科
書
調
査
官

が
、
検
定
意
見
の
原
案
を
作
成
・
提
示
・
説
明
し
、
原
案
ど
お
り
の
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
検
定
を
担
当
し
た
教
科
書
審

議
会
で
は
、
「
集
団
自
決
」
の
記
述
に
つ
い
て
、
審
議
委
員
間
の
話
し
合
い
は
な
く
、
全
く
意
見
も
出
な
か
っ
た
こ
と
が
、
審

議
委
員
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
沖
縄
戦
に
お
い
て
は
、
日
本
軍
の
命
令
・
強
制
・
誘
導
な
ど
に
よ
っ
て
「
集
団
自

決
」
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
現
に
、
日
本
軍
に
よ
っ
て
「
集
団
自
決
」
を
強
い
ら
れ
た
者
が
生
存

一



し
、
証
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
、
「
教
科
書
検
定
に
政
治
が
容
喙
で
き
な
い
」
と
の
態
度
に
終
始
し
、
県
民
代
表
と
の
面

会
や
検
定
意
見
の
撤
回
、
軍
命
に
よ
る
「
集
団
自
決
」
の
記
述
復
活
を
拒
ん
で
い
る
。
教
科
書
は
、
子
ど
も
達
に
歴
史
の
真
実

を
教
え
る
大
事
な
教
材
で
あ
る
。
沖
縄
戦
の
実
相
を
歪
曲
・
改
ざ
ん
し
、
歴
史
の
真
実
を
教
科
書
か
ら
抹
消
し
て
は
な
ら
な

い
。
政
府
は
、
教
科
書
か
ら
「
集
団
自
決
」
に
お
け
る
軍
命
の
事
実
を
削
除
・
修
正
す
る
よ
う
に
求
め
る
検
定
意
見
を
速
や
か

に
撤
回
し
、
記
述
の
復
活
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

来
る
九
月
二
九
日
、
沖
縄
で
は
「
教
科
書
検
定
意
見
撤
回
を
求
め
る
県
民
大
会
」
が
、
五
万
人
以
上
の
規
模
で
開
催
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。
な
お
、
沖
縄
県
議
会
や
県
内
全
て
の
市
町
村
議
会
に
お
い
て
、
検
定
意
見
の
撤
回
と
記
述
の
復
活
を
求
め
る
意

見
書
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

平
成
十
八
年
度
の
検
定
を
担
当
し
た
教
科
書
審
議
会
で
は
、
「
集
団
自
決
」
の
記
述
に
つ
い
て
、
審
議
委
員
間
の
話
し
合

い
、
審
議
委
員
か
ら
の
意
見
申
し
出
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
有
無
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
審
議
内
容
、
意
見
内
容
を
具
体

的
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
審
議
委
員
か
ら
の
意
見
申
し
出
が
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
審
議
実
態
が
な
く
、
文
部
科

二



学
省
の
教
科
書
調
査
官
の
原
案
ど
お
り
の
検
定
結
果
に
な
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

二

伊
吹
文
明
文
部
科
学
大
臣
は
、
「
文
部
科
学
省
の
役
人
も
、
安
倍
首
相
や
文
科
大
臣
と
し
て
も
、
検
定
に
は
一
言
も
容
喙

で
き
な
い
仕
組
み
で
教
科
書
検
定
は
行
わ
れ
て
い
る
」
と
の
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
実
際
の
教
科
書
審
議
会
で
は
、
文

部
科
学
省
の
役
人
が
発
案
・
作
成
・
提
示
・
説
明
し
た
調
査
意
見
ど
お
り
、
追
認
さ
れ
た
の
が
実
態
だ
と
考
え
る
が
、
政
府

の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

政
府
は
、
沖
縄
戦
に
お
け
る
「
集
団
自
決
」
に
つ
い
て
、
日
本
軍
の
命
令
・
強
制
・
誘
導
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
か
、
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

教
科
用
図
書
検
定
規
則
（
以
下
、
検
定
規
則
と
い
う
）
第
十
三
条
一
項
で
い
う
「
誤
っ
た
事
実
の
記
載
」
と
は
、
ど
の
よ

う
な
意
味
か
。
具
体
例
を
列
挙
し
た
上
で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

沖
縄
戦
に
お
け
る
「
集
団
自
決
」
へ
の
日
本
軍
の
命
令
・
強
制
・
誘
導
が
、
一
切
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
教
科
書

に
記
載
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
同
項
で
い
う
「
誤
っ
た
事
実
の
記
載
」
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
す
る

政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



六

検
定
規
則
第
十
三
条
四
項
で
は
、
検
定
を
経
た
教
科
書
に
関
す
る
訂
正
申
請
勧
告
権
が
、
文
部
科
学
大
臣
に
付
与
さ
れ
て

い
る
旨
、
明
記
さ
れ
て
い
る
。
同
項
は
、
い
つ
か
ら
明
定
さ
れ
た
の
か
。
明
定
さ
れ
た
理
由
、
明
定
後
、
今
日
ま
で
文
部
科

学
大
臣
が
訂
正
申
請
勧
告
権
を
発
動
し
た
具
体
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

沖
縄
戦
に
お
け
る
「
集
団
自
決
」
へ
の
軍
命
は
明
ら
か
で
あ
り
、
動
か
し
難
い
真
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
集
団
自
決
」

へ
の
軍
命
の
存
在
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
教
科
書
の
記
述
は
、
検
定
規
則
第
十
三
条
一
項
の
「
誤
っ
た
事
実
の
記
載
」
で

あ
り
、
同
条
四
項
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
大
臣
は
訂
正
申
請
勧
告
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

八

検
定
規
則
第
十
三
条
二
項
で
い
う
「
学
習
を
進
め
る
上
に
支
障
と
な
る
記
載
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
具
体
例
を

示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
検
定
を
経
た
教
科
書
に
、
沖
縄
戦
に
お
け
る
「
集
団
自
決
」
へ
の
日
本
軍
の
命
令
・
強
制
・
誘
導

が
、
一
切
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
記
述
す
る
こ
と
は
、
同
項
に
定
め
る
「
学
習
を
進
め
る
上
に
支
障
と
な
る
記
載
」
に
該
当

す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


